
 

「充電式電池」、「充電式電池を使用した小型電子機器」の分別フローチャート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「有害・危険ごみ」の出し方 

１ 充電式電池の絶縁（電池単体） 

   露出した金属端子部分にセロハンテープ 

   などを貼ってください。 

２ 透明な袋に入れる。 

   乾電池類と分けて、袋に入れてください。 

３ 「不燃ごみ」の日に出す。 

・加熱式たばこ 

・充電式電気シェーバー 

・充電式電動歯ブラシ 

充電式電池が取り外し可能 
 （モバイルバッテリー含む） 
 

 ・アタッチメント式 

 ・ドライバー等で簡単に取り外し可能 

小型家電リサイクル対象 
 

 ・スマートフォン ・デジタルカメラ 

 ・携帯ゲーム機 など 

（詳細は市民課環境係へ） 

 

「充電式電池」、「充電式電池を使用した小型電子機器」の分別 
（繰り返し充電可能）  （コンセントから取り外して使用可能） 

「有害・危険ごみ※」へ 

「市民課環境係」にお問合わせてください。 
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充電式電池は、「協力店回収ボッ
クス」へ 
・「有害・危険ごみ※」としても出せます。 

※充電式電池を取り外した本体の出し方 

・小型家電リサイクル対象品は、「小型家電回収」へ 

・小型家電リサイクル対象外の品目は、「不燃ごみ」へ 

「 小 型 家 電 回 収 」 へ 
・市で実施する小型家電回収 

・「有害・危険ごみ※」としても出せます。 

詳細は、「市民課環境係」へお問合せくだい。 


